
指定管理者議案説明資料 

所管  市民文化局文化部文化振興課 

施設の名称（所在地） 札幌コンサートホール（中央区中島公園） 

選定方法 非公募（別紙１参照） 

１ 施設の概要 

(1) 設置条例 札幌市都市公園条例 

(2) 設置目的 
音楽の鑑賞その他音楽に関する活動の場を提供し、及び音楽に関する事業を

行い、もって音楽芸術の振興及び音楽を通じた国際交流の推進を図ること。

(3) 施設の事業内容 

・音楽芸術の普及振興に関すること 

・音楽の鑑賞その他音楽に関する活動の場として施設を使用に供すること 

・その他施設の設置目的を達成するために必要な業務 

(4) 現在の指定管理者 公益財団法人札幌市芸術文化財団 

(5) 指定管理費 ６３０，９４１千円（令和４年度予算額） ※利用料金制度

２ 指定管理者として指定する団体の概要 

名 称 公益財団法人札幌市芸術文化財団 

所 在 地 札幌市南区芸術の森２丁目７５番地 

代 表 者 名 理事長 秋元 克広 

設立年月日 昭和６１年４月１日 

設 立 目 的 

札幌からの新しい芸術文化の創造を目指し、芸術文化に関し、広く一般に、参加と鑑賞

の機会を提供するとともに、優れた創作活動の奨励を図り、もって市民の豊かな情操の

かん養と我が国の芸術文化の向上発展に寄与すること。 

基 本 金 ８１，２１２千円（札幌市出資額 ４０，６０６千円、出資割合 ５０％） 

職 員 数 
１０８人（令和４年１０月１日現在） 

 ※役員及び嘱託職員、臨時職員等を除き、派遣職員を含む。 

事 業 概 要 

（令和４年度）

(1) 管理運営事業 

札幌芸術の森、本郷新記念札幌彫刻美術館、札幌コンサートホール、札幌市教育文

化会館、札幌市民ギャラリー及び札幌市民交流プラザ（札幌文化芸術劇場及び札幌文

化芸術交流センター）の指定管理者として管理運営を行う。 

(2) 主催事業 

芸術文化の創造発信と普及振興を目的とした展覧会、講習会、コンサート、演劇な

どの各種芸術文化事業及びそれらに附帯する事業を実施する。 

決 算 

（令和３年度）

収 入 ３，８５４，３８８，５９７円 

支 出 ３，５３４，０８６，９１５円 

３ 指定期間 

  令和５年４月１日から令和１０年３月３１日まで



４ 選定結果 

  別紙２のとおり 

５ 事業計画 

項 目 事  業  内  容 

事業の計画及び実

施に関する業務 

(1) 音楽の素晴らしさを伝える「鑑賞事業」 

ホールの優れた音響設計を最大限に生かした、オーケストラ、ソリスト、室内

楽等の公演実施 

(2) 音楽を広げる「普及事業」 

札幌交響楽団、専属オルガニスト、地元の演奏家・音楽団体等と連携した事業

の実施 

(3) 音楽で人を育む「教育・人材育成事業」 

青少年向けの鑑賞事業や子どもを対象にしたワークショップのほか、各種セミ

ナー、アウトリーチ事業の実施等 

(4) 音楽芸術に関する情報の収集及び提供に関する業務 

広報、情報収集、Kitara ギャラリー展示、見学ツアーでの音楽情報提供、アー

トマネジメントを学ぶ学生のインターンシップ受入等 

(5) その他コンサートホールの設置目的を達成する業務 

  チケットセンターの運営等 

(6) 自主事業 

Kitara ファーストコンサート、レストラン運営及び自動販売機設置 

施設の利用等に関

する業務 

(1) 貸館業務 

  受付業務、使用承認等に関する業務 

(2) 利用促進のための取組 

  小ホール割引制度や貸館利用者の広報支援等 

施設・設備等の維持

管理に関する業務 

(1) 維持管理業務 

  清掃業務、警備業務、施設・設備の保守点検業務の実施、修繕等の実施、備品管

理、駐車場管理、外構緑地管理等 

(2) 防災業務 

管理業務に付随す

る業務 

(1) 広報業務 

  ホームページ、広報誌「KitaraNEWS」、公演チラシ・ポスター・年間スケジュー

ル等による情報提供、ホールスポンサー制度の実施等 

(2) 専属オルガニストの配置 

(3) レセプショニストの配置 



６ 収支計画                                    (単位：千円) 

項 目 
金額（消費税及び地方消費税を含む。) 

令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度 合計 

施設総収入 936,291 924,208 991,530 924,208 996,930 4,773,167

指定管理業務に係る収入 897,767 885,684 953,006 885,684 953,006 4,575,147

指定管理費 606,073 606,073 606,073 606,073 606,073 3,030,365

利用料金 192,630 192,630 192,630 192,630 192,630 963,150

その他の収入 90,064 86,981 123,303 86,981 123,303 510,632

自主財源 9,000 0 31,000 0 31,000 71,000

自主事業等収入 

(うち指定管理業務充当分)
38,524 

(0)

38,524 

(0)

38,524 

(0)

38,524 

(0)

43,924

 (0)
198,020

 (0)

 施設総支出 936,291 924,208 991,530 924,208 996,930 4,773,167

指定管理業務に係る支出 897,767 885,684 953,006 885,684 953,006 4,575,147

自主事業等支出 38,524 38,524 38,524 38,524 43,924 198,020

収支の差額 0 0 0 0 0 0

※ 指定管理費の合計額が、債務負担行為設定額となる。 


